
東京都北区特別養護老人ホーム等整備費補助要綱 

 

１７北福健第１５２３号 

平成１８年３月３０日 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、社会福祉法人（以下「法人」という。）が特別養護老人ホ

ーム等を整備するに当たり、「社会福祉法人に対する補助金交付の手続に関す

る条例」（昭和 51 年 4 月東京都北区条例第 21 号、以下「条例」という。）及

び「社会福祉法人に対する補助金交付の手続に関する条例施行規則」（昭和 51

年東京都北区規則第 15 号、以下「規則」という。）に基づき補助金の交付に

ついて必要な事項を定め、特別養護老人ホーム等の整備を促進し、もって老

人福祉の向上を図ることを目的とする。 

 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の区補助金に関する用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。 

(1) 施設等 区内に設置される次に掲げるものをいう。 

ア 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号。以下「法」という。）第１５

条第４項に規定する特別養護老人ホーム（以下「特別養護老人ホーム」と

いう。） 

イ 法第５条の２第４項に規定する「老人短期入所事業」を行う老人短期入

所施設（以下「ショートステイ」という。） 

ウ 法第５条の２第３項に規定する「老人デイサービス事業」（認知症対応

型通所介護を除く。）を行う老人デイサービスセンター（以下「標準型デ

イサービス」という。） 

エ 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５第１項に規定

する地域包括支援センター 

オ その他区長が必要と認める施設 

 (2) 整備 新たな施設等の建設又は既存の施設等の定員数を増やすための増

築、改築若しくは改修する工事をいう。 

 (3) 多床室 東京都特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例

（平成２４年東京都条例第４０号）第１１条第４項第１号ただし書の規定

による２人以上４人以下の居室をいう。 

 (4) 入所調整 東京都北区特別養護老人ホーム入所調整委員会設置要綱（平

成１４年４月１９日１４北福福第７３号区長決裁）に基づき、東京都北区

特別養護老人ホーム入所調整委員会（以下「入所調整委員会」という。）が、

特別養護老人ホームの入所に関し順位の調整をすることをいう。 

 (5) 軽減事業 東京都北区社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護

保険サービスに係る利用者負担額軽減事業実施要綱（平成１７年１２月７

日１７北福介第５０５号区長決裁）に基づき、社会福祉法人等が利用者負



担額を軽減する事業をいう。 

 

（補助対象事業） 

第３条 補助対象事業（条例第２条に規定する補助の対象たる事業をいう。以

下同じ。）は、次に掲げるものとする。 

(1) 法人が、国の交付金又は東京都の補助金を受けて、区内に施設等を整備

する事業であって、区の計画及び方針に合致し、かつ、北区の建築等に関す

る条例、要綱等を遵守するもの。 

(2) 前号のほか、老人の福祉の向上に資する施設等の整備であって、区長が

特に必要と認めるもの。 

 

（補助対象費用） 

第４条 補助対象費用（条例第２条に規定する事業に必要な資金及び事務費を

いう。以下同じ。）は、施設等の整備に要する費用(当該整備の事務に要する

費用を含む。)とする。ただし、次の各号に掲げる費用は除く。 

 (1) 土地の買収又は整地に要する費用 

 (2) 既存建物の買収に要する費用 

２ 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めた費用については、補助

対象費用とすることができる。 

 

（区補助金の交付額） 

第５条 区補助金を交付する額は、次の各号に掲げる基準により算出した額を

上限として区長の定める額とする。ただし、算出された額に千円未満の端数

が生じた場合には、これを切り捨てる。 

(1) 特別養護老人ホーム及びショートステイ 定員１人につき１２，６１０千

円を乗じた額に１／４を乗じて得た額 

(2) 標準型デイサービス １施設につき３５，５４２千円 

(3) 地域包括支援センター １施設につき１，２５０千円 

２ 前項の規定にかかわらず、前条第２項に規定する区長が特に必要と認める

費用がある場合には、当該費用に関し、前項に規定する区補助金の交付額に

加えて必要な金額を補助することができる。 

 

（交付申請） 

第６条 補助金を受けようとする法人は、補助金交付申請書（第１号様式）に

次の各号に掲げる書類を添付し、別に定める期日までに提出すること。 

(1) 理由書 

(2) 事業計画書及びこれに伴う収支予算書 

(3) 国又は他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合には 

その助成の方法及び程度を記載した書類 

(4) 財産目録及び貸借対照表 

(5) その他区長が必要と認める書類 

 



（交付決定） 

第７条 交付申請のあった事業について区長が適当と認める場合は、第１０条

の条件を付して補助金の交付を決定し、当該法人に補助金交付決定通知書（第

２号様式）により通知する。ただし、交付申請のあった事業について区長が

適当と認めない場合は、当該法人に補助金交付申請却下通知書（第３号様式）

により通知する。 

 

（交付時期） 

第８条 この補助金は、補助事業が完了したときに前条の交付決定を受けた者

からの請求により交付する。ただし、補助事業の期間が複数年度にわたる場

合は、事業の出来高に応じて、各年度ごとに交付する。 

  

（請求） 

第９条 交付決定を受けた補助金を請求するときは、次の各号に掲げる書類を

添付し、各事業の年度内に請求する。 

(1) 工事出来高明細書（工事費目別に契約金額、出来高金額及び出来高割合

の示されているもの。） 

(2) 出来高を示す写真 

(3) 口座振替依頼書 

 

（補助条件） 

第１０条 この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付する。 

(1) 承認事項 

次のア、イ又はウの一に該当するときは、事業計画変更（廃止）承認申 

請書（第４号様式）により、あらかじめ区長の承認を受けなければならな 

い。 

ア 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。 

イ 補助事業の内容のうち、次の各号のいずれかを変更しようとするとき。 

(ｱ) 建物の規模及び構造（施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変

更を除く。） 

(ｲ) 建物等の用途 

(ｳ) 入所定員及び利用定員 

(ｴ) 工事の内容 

     ・工期変更を伴う工事 
・工法及び位置の変更を伴う工事 

  ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。 

(2) 事故報告 

補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難と

なった場合は、その理由、遂行の見通し等を速やかに書面により区長に報

告し、その指示を受けなければならない。 

(3) 財産処分の制限 

補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、「補助事業



等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」（平成 20 年 7

月 11 日付厚生労働省告示第 384 号）に定める期間を経過するまで、区長に

承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交

換し、貸し付け又は担保に供してはならない。 

 (4) 財産の管理 

補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の 

完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率

的な運用を図らなければならない。 

 (5) 財産処分に伴う収入の納付 

区長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、そ

の収入の全部又は一部を区に納付させることがある。 

 (6) 関係書類の整理保管 

補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支 

出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後５年間保

管しておかなければならない。ただし、補助事業に係る支払領収書について

は、支払い完了後速やかに提示すること。 

(7) 民間補助金との重複禁止 

この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉

書等寄付金配分金又は公益財団法人ＪＫＡ若しくは公益財団法人日本財団

の補助金の交付を受けてはならない。 

(8) 契約の相手方等からの資金提供の禁止 

補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から寄付金

等の資金の提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた

指定寄付金を除く。 

(9) 一括下請負の禁止 

補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契

約についても契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせるこ

とを承認してはならない。 

(10) 契約手続の取扱い 

補助事業を行うために締結する契約については、東京都が定める老人福祉

施設及び介護保険施設の整備費補助等に係る契約手続基準に準じて行うこ

と。 

(11) 補助事業の完了時期 

補助事業は、補助金の交付の決定に係る会計年度中に完了しなければな 

らない。 

(12) 状況報告 

補助事業の進捗状況について、定期に報告しなければならない。また、

補助事業の適正を期する必要から報告又は帳簿書類等の提出を求められた

ときは、適切に対応しなければならない。 

(13) 補助事業の遂行命令 

この要綱の規定による報告、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第２

２１条第２項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付決定の



内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、こ

れらに従って補助事業を遂行することを命じることがある。この命令に違

反したときは、補助事業の一時停止を命ずることがある。 

(14) 実績報告 

補助事業が完了したとき、補助事業が予定の期間内に完了しない状態で

補助金の交付決定に係る会計年度が終了したとき、又は補助事業の廃止の

承認を受けたときは、その事実があったときから１０日以内に、下記に掲

げる報告書を提出しなければならない。 
  ア 事業実績報告書 
  イ 収支計算書 
  ウ その他区長が必要と認める事項 

(15) 補助金の額の確定 

交付すべき補助金の額は、(14)の実績報告書の審査及び必要に応じて行

う現地調査等により補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに

付した条件に適合するものであるかを調査し、適合すると認めたときは、

交付すべき補助金の額を確定し通知する。 

(16) 是正のための措置 

(15)の調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれ

に付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための処置

をとるべきことを命ずることがある。この命令により必要な処置をした場

合においても、(14)の実績報告を行わなければならない。 

  (17) 補助金の返還 

ア 条例第８条により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取

消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長の指示

するところにより、その補助金を返還しなければならない。 

  イ (15)により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既に補助

金が交付されているときは、区長の指示するところにより、その補助金

を返還しなければならない。 

(18) 違約加算金 

条例第８条により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消され、その

返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日（補助金が２

回以上に分けて交付されている場合においては、返還を命ぜられた額に相

当する補助金は最後の受領日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた

額がその日に受領した額を超える時は、当該返還を命ぜられた額に達する

まで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。）

から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額（その一部を納付した場

合におけるその後の期間については、既納額を控除した額）につき、年 10.95

パーセントの割合で計算した違約加算金（100 円未満は切り捨てる。）を納

めなければならない。 

 (19) 延滞金 

      補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しな 

かったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付



額につき、年 10.95 パーセントの割合で計算した延滞金（100 円未満は切

り捨てる。）を納付しなければならない。 

(20) 他の補助金の一時停止 

    補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又 

は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、他に同種の事務又は

事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその

交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。 

 (21) 消費税仕入控除税額の報告 
    補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消

費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税仕入控

除税額報告書（第５号様式）により速やかに区長に報告しなければならな

い。 
    なお、区長に報告があった場合には、事業者より当該仕入控除税額の全

部又は一部を区に納付させることがある。 

(22) 多床室の整備 

施設等のうち、第２条第１号アに規定する特別養護老人ホームを整備す

る場合にあっては、当該特別養護老人ホームに多床室を備えなければなら

ない。 

 (23) 入所調整の遵守 

入所調整委員会が実施する入所調整を遵守しなければならない。 

(24) 軽減事業の実施  
軽減事業を実施しなければならない。 

 (25) 災害時の協力 

    震災、水害等の災害時における協力体制の構築について、協議に応じな

ければならない。 

 (26) 不正請求の禁止 

偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けてはならない。 

 (27) 他の用途の使用の禁止 

補助金を他の用途に使用してはならない。 

 (28) 法令等遵守 

法その他関係法令のほか、区の条例及び規則並びにこの要綱において規

定されていることを遵守し、補助事業を適切に遂行しなければならない。 

 

 （委任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、この要綱に施行に関し必要な事項は、 

福祉部長が定める。 

 

付 則 

１ この要綱は、平成１８年３月３０日から施行する。 

２ この要綱は、施行の日以後に法人が行う申請に係る補助金から適用し、同

日前に行った補助事業については、なお従前の例による。 

 



３ 東京都北区特別養護老人ホーム等整備費補助要綱（昭和 62 年 7 月 22 日制 

定）は、廃止する。 

 

付 則（平成２３年８月１８日区長決裁２３北福健第１６４４号） 

この要綱は、平成２３年８月１８日から施行する。 

 

付 則（平成２６年１月８日区長決裁２５北福健第２２６９号） 

この要綱は、平成２６年１月８日から施行する。 

 

付 則（平成２６年７月１５日区長決裁２６北福健第１６１５号） 

この要綱は、平成２６年７月１５日から施行する。 

 

付 則（平成２７年３月３０日区長決裁２６北福健第２７１２号） 

この要綱は、平成２７年３月３０日から施行する。 

 

付 則（令和４年２月１８日副区長決裁３北福健第２５１９号） 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 

付 則（令和５年１２月１３日副区長決裁５北福地第２４４２号） 

この要綱は、令和５年１２月１３日から施行する。 

 

付 則（令和７年１０月２０日区長決裁７北福地第２１６６号） 

この要綱は、令和７年１０月２０日から施行する。 

 

 

 


